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研究要旨： 韓国は、2019 年 7 月から障害等級を廃止することとしている。韓国の障害

等級制度は、わが国の制度をモデルにしているとされており、６等級も同じである。し

かし、韓国では、障害者団体などにより、等級制度の問題点が厳しく批判され、社会モ

デルにもとづき、必要サービス量を支援時間で表す新しい障害認定制度が導入される予

定である。 

 この状況については、わが国の障害認定制度への影響も考えられることから、韓国の

現状の障害認定基準と新しい障害認定基準について具体的に調査しておくことが必要で

あると考える。 

 本研究では、現状について障害等級判定基準を翻訳し、新しい認定基準については、

未発表であることから、その概要について紹介した。 

 

Ａ．はじめに 

 韓国は、2019 年 7 月から障害認定制度を

変更することとしている。これまでは、６

等級に分かれていた障害等級を廃止すると

いうもので、すでに障碍人福祉法（法律第

15270 号）は、2017.12.19.に一部改正され

ており、「等級」という用語は、「程度」に

変更されている。（資料１） 

 もともと、韓国の制度はわが国の障害等

級制度を踏襲していたが、わが国に比べて

頻繁に修正を加えられてきた。特に、今回

の修正は、等級制度という障害認定の根幹

にかかわる制度の変更であり、どのように変

わろうとしているのか状況を具体的に把握し

ておく必要があると考える。 

 

Ｂ．方法 

 韓国の障碍人福祉法の新旧条文対比表と障

碍等級判定基準(2017.4.13 一部改正)を翻訳

し、関連文献を調査した。 

 

Ｃ．結果 

１．韓国の障害認定制度の推移(1)(2) 

 韓国の障害認定制度は、国際障害者年の

1981 年に心身障碍者福祉法の成立によっ

てはじまる。同法は、障害者の福祉増進の

ための基本法で、障害者の更生（再活）及

び社会保障に関する広範な内容を含んでい
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る。 

 1988 年には、障碍人福祉法が全文改正さ

れ、障害者登録や手帳制度、手当制度等が

設けられた。このときは、障害種別は 5 種

類であった。また、国及び地方自治体の障

害施策の責任規定及び資金援助施策等が規

定されていた。 

 2000 年、障害の種別が拡大され、内部障

害を含め 10 種類になった。 

 2003 年、さらに 5 種類が追加され、15

種類になった。 

 2007 年、4 月 1 日から、国民年金公団に

よる障害等級審査が始まったが、１∼３級の

みが対象であった。 

 2011 年、介助サービス関連の法律である

「障碍人活動支援法」が制定され、パーソ

ナルアシスタント制度の導入に伴い障害等

級判定基準の見直しが行われた。当初は、

サービス利用の申請ができるのは障害等級

１級をもつ者に限定されていた。 

 また、それまでは、医師の診断により等

級を決めていたが、2011年 4月 1日以降は、

医師は障害の診断だけを行い、等級の審査

は専門機関（国民年金公団障碍審査センタ

ー）で行うことになった。さらに、それま

では、審査の対象が１∼３級のみであったが、

対象が拡大され、１∼６級が対象となった。 

 2013 年、2 級者もパーソナルアシスタン

トの利用申請ができることとした。 

 2017 年、前述のように、障碍人福祉法が

一部改正され、2019 年 7 月から等級が廃止

となる。 

 

２．等級廃止の経過 

 韓国の障害者団体(3)は、等級制度につい

て、２つの問題を指摘している。１つ目は、

認定基準が医学モデルであることである。

２つ目は、障害者と認定されても、下位の

等級の場合は、何の利益もないことから、

障害というスティグマを与えるのみである

ということである。 

 また、障害者サービス利用に関して、よ

り重度の 1 級の者が利用を認められず 2 級

の者が承認されるというような逆転現象も

起こり、等級の意味がないという指摘もあ

った。(4) 

 また、重複障害があっても等級が同じな

らば、同じサービス量であり、等級が必要

なサービスの提供をさまたげているという

指摘もあった。(5) 

 国際連合の障害者権利委員会(6)も、障害

等級判定制度が、医学的評価にのみ依存し

ており、障害者のニーズを考慮、網羅でき

ていないことを指摘し、障害等級により、

障害者の福祉サービス及び活動サービス受

給資格を制限していることを問題とした。 

 このようななか、保健福祉部は、障害等

級をなくすために 2014 年から専門家らを

集め研究を始めた(7)。海外の障害認定制度

を分析し、医学モデルではなく国際生活分

類（ICF）を活用した社会モデル導入した

障害者総合支援調査票を作成し、この調査

に基づく障害認定制度を構築することとし

た。 

 わが国と同じように、韓国でも等級制度

は、障害関連制度の多くが活用しており、

改正は困難が予想されたが、2017 年韓国の

大統領選挙で、文在寅大統領候補が障害等

級制度の廃止をマニフェストで取り上げ、

就任後には国政課題として障害等級制度の

廃止を 2019 年 7 月まで完了することを公

約したために、新しい障害認定制度として、
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障害者総合支援調査体系が提案された。 

 ただし、社会モデルに基づいた新しい障

害認定制度について、すべての障害者や障

害者団体から賛成を得られていないため、

2019 年 1 月 31 日国務総理をはじめ障害者

団体や専門家代表 13 人、各行政部省の長官

が参加した「第 20 次障害者政策調整委員会」

が開かれ、次のような合意が図られた。 

① 障害者福祉サービスに関して、2019 年

7 月から障害総合支援調査を基にした

障害認定制度を実施する。 

② 2019 年 7 月からは、活動支援サービス、

緊急安全通報サービス、夜間巡回訪問サ

ービス、歩行訓練支援サービス、補助機

器支援サービスなどに障害者総合支援

調査の結果を導入する。 

③ 2020 年には移動支援に関するサービス

に適用し、2022 年までは所得や雇用部

分にも適用を拡大する。 

④ 税金減免や年金など客観的な指標が必

要な場合を想定し、今まで使われてきた

等級制度を維持は維持するものの、これ

までの 1 級から 3 級までは「障害程度

が重い障害者」に、4 級から 6 級までは

「障害程度が重くない障害者」に 2 段

階に単純化する。 

 

３．現在の認定基準と新しい認定基準 

 現状では、新しい認定基準は示されてい

ないため、現在の認定基準を資料２に示す。 

 新しい認定基準は、今後示されると思わ

れるが、次のような考え方になっている。(8) 

① 必要なサービス量を時間数で表す。 

② サービス時間は最長 16.5 時間（当初は、

寝る時間以外の時間として 18 時間とし

ていたが、予算の都合で減額。会社や学

校に通っている最重度者が該当。それ以

外の最重度者は 14.5 時間） 

③ サービスの最短時間は 1 時間 

④ ADL 関連項目、IADL 関連項目、認知・

感覚・精神・行動関連項目、社会活動項

目、世帯の特性に関する項目により構成

された障害総合支援調査票に基づき、サ

ービス量が決定される。 

 

Ｄ．考察 

 今回の韓国の認定制度の改正内容は、サ

ービスの必要量に応じてサービスを提供でき

るような認定制度を作成するということであ

る。わが国で言えば、障害者総合支援法の障

害支援区分の認定とよく似ている。しかし、

韓国も、障害等級を他の障害関連制度が活用

しているために、２つのランクを残さざるを

得なかったということである。この点は、わ

が国も同じで、身体障害者福祉法の制度自体

は、障害等級をほとんど活用していないにも

かかわらず依然として等級が存在している。 

 わが国も、等級制度をなくしても障害福祉

サービスにはあまり影響を与えないと考えら

れるが、実際やってみるとどうなのかはよく

わからないところがある。その意味で、韓国

の取り組みについて、今後も追跡していく必

要があると考えられる。 

 ただし、韓国は、障害認定制度は年金制度

と結びついているが、わが国は、別の制度と

なっている。 

 以前、米国の障害年金（Social Security 

Disability Insurance：SSDI）の調査の共

同研究(9)に加わったことがある。米国以外

の先進諸国には、障害年金制度に等級があ

るが、米国にはないため、オールオナッシ

ングの障害認定になっているが、それは、
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障害者雇用にプラスかマイナスかを明らか

にすることがテーマであった。そこで、オ

ーストラリア、ドイツ、イギリス、日本、

オランダ、ノルウェ一、南アフリカ、スウ

ェーデンとアメリカ合衆国における障害給

付制度を比較した。 

 その結論の一つとして、等級（部分的給

付）があったほうが、全体の年金給付額は

多くなるというものがあった。すなわち、

等級をなくすと、受給者総体としてみれば、

受給額が減るということである。 

 年金の認定制度についても、追跡する価

値があるのではないかと考えられる 
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